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＜対策のポイント＞
　農業者が減少する中、生産性の向上、生産コストの低減に向け、農業水利施設等の管理の

省力化・高度化やスマート農業の実装を推進するとともに、地域活性化を促進するため、農

村地域における情報通信環境の整備を支援します。

＜事業の内容＞
 １．計画策定事業
　① 計画策定支援事業

　情報通信環境に係る調査、計画策定に係る取組を支援します。また、情報通信分野の知

見を持つ人材を育成する取組を支援します。

　② 計画策定促進事業

　事業を進める中で生じる諸課題の解決に向けたサポート、ノウハウの横展開等を行う民

間団体の活動を支援します。

 ２．施設整備事業
　① 農業水利施設等の管理の省力化・高度化やスマート農業の実装に必要な光ファイバ、無

　　 線基地局等の情報通信施設及び附帯設備の整備を支援します。

　②①の情報通信施設を地域活性化に有効活用するための附帯設備の整備を支援します。

【実施要件】
  ・事業実施計画を策定していること（１、２の事業）

  ・総事業費 200 万円以上 等（２の事業）

興味がある方は、市町農林課もしくは五島振興局農村整備課へご連絡ください。

お問合せ先

農村整備課
0959-72-1976

情報通信環境整備事業を活用しませんか？


